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・地震動

各地点での大地の揺れ

変位（センチ）

速度（カイン）

加速度（ガル）

・地震

地下の岩石破壊

気象庁マグニチュード（Mj）

モーメントマグニチュード
（Mw）

地震モーメント（Mo）

応力降下量（Mpa）

ディレクティビティ
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基準地震動の重要性

• ア 原子炉設置許可は、「発電用原子炉施設の位置，構造及び
設備が核燃料物質若しくは核燃料物質によって汚染された物又
は発電用原子炉による災害の防止上支障がないものとして原子
力規制委員会規則で定める基準に適合するものであること。」（「
４号要件」原子炉等規制法４３条の３の６第１項４号）。

• イ 「耐震重要施設は，その供用中に当該耐震重要施設に大き
な影響を及ぼすおそれがある地震による加速度によって作用す
る地震力（以下「基準地震動による地震力」という。）に対して安
全機能が損なわれるおそれがないものでなければならない。」（
実用発電用原子炉及びその附属施設の位置，構造及び設備の
基準に関する規則（「設置許可基準規則」）第４条３項）

• ウ 「重大事故等対処施設」は，「基準地震動による地震力に対
して」，「重大事故に至るおそれがある事故」ないし「重大事故」
に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがないもので
あること」（設置許可基準規則３９条１項，３項，４項）

3



基準地震動の重要性

設置許可基準規則の解釈別記２（第４条地震による損傷の防止）５項

• ５ 第４条第３項に規定する『基準地震動』は，最新の科学的・技術
的知見を踏まえ，敷地及び敷地周辺の地質・地質構造，地盤構造
並びに地震活動性等の地震学及び地震工学的見地から想定する
ことが適切なものとし，次の方針により策定すること。

• 一 基準地震動は，「敷地ごとに震源を特定して策定する地震動」
及び「震源を特定せず策定する地震動」について，解放基盤表面
における水平方向及び鉛直方向の地震動としてそれぞれ策定する
こと。

• 三 上記の「震源を特定せず策定する地震動」は，震源と活断層を
関連づけることが困難な過去の内陸地殻内の地震について得られ
た震源近傍における観測記録を収集し，これらを基に，各種の不
確かさを考慮して敷地の地盤物性に応じた応答スペクトルを設定し
て策定すること。」
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震源を特定せず策定する地震動

• 敷地周辺の状況等を十分考慮した詳細な調査を実施し
ても、なお敷地近傍において発生する可能性のある内陸
地殻内の地震の全てを事前に評価しうるとは言い切れな
いことから、敷地近傍における詳細な調査の結果にかか
わらず、全ての敷地（対象サイト）において共通的に考慮
すべき地震動であると意味付けた地震動

• 敷地ごとに震源を特定して策定する地震動」及び「震源を
特定せず策定する地震動」を相補的に考慮することに
よって、敷地で発生する可能性のある地震動全体を考慮
した地震動として策定されていること。
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震源を特定して策定する
地震動

・内陸活断層地震

・プレート間地震

・プレート内地震

震源を特定せず策定する
地震動

＝隠れ断層による地震動

石橋克彦(1997）



地震動審査ガイドの１６地震の例示
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電源開発準備書面４，６１頁～６９頁

ア 加藤ほか（２００４）に
よる応答スペクトル

イ 地震動審査ガイドが
あげる１６地震のうち，２
００４年北海道留萌支庁
南部地震に係る佐藤ほ
か（２０１３）の応答スペク
トル

→地震動審査ガイドの
要求を満たしていない
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藤原広行 防災科学技術研究所・社会防災システム研究領域長

「『審査ガイドの考え方と違う』

『原発を襲う可能性がある揺れの『全体』を考えて基
準地震動を決める』という規定が生かされていない。

『過去の揺れをほとんどそのまま基準地震動にする
だけでは，今後，より強い（隠れ断層の）揺れが出る
のはほぼ確実。『襲い得る揺れ全体』を考えたとは
言えない』

『襲い得る揺れとして，過去最強の揺れの何割増し
を考えるべきか，議論が必要だ』
（甲D135）
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「震源を特定せず策定する地震動に関する検討チーム」

新規制基準適合性審査においては，「震源を特定
せず策定する地震動」のうち，「地表地震断層が出
現しない可能性がある地震」［モーメントマグニ
チュード（Mw）6.5 程度未満の地震］については，

「基準地震動及び耐震設計方針に係る審査ガイ
ド」（以下「審査ガイド」という。）に例示されている
Mw6.5 未満の14地震の中から敷地に及ぼす影響
が大きいとして抽出された 5地震のうち，2004 年北
海道留萌支庁南部地震について佐藤ほか(2013)

で推定された基盤地震動に不確かさを考慮した地
震動を「震源を特定せず策定する地震動」として策
定することを妥当と判断してきた。（甲D136）
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「震源を特定せず策定する地震動に関する検討チーム」

事業者は，残りの 4地震の検討については，各観測地

点における詳細な地盤物性値が得られておらず，精度
の高い解放基盤表面における地震動の推定が困難なこ
とから，今後取り組むべき中長期課題と整理し，各観測
地点の地盤調査等による地盤物性値の評価等に時間を
要していた。

原子力規制委員会は，「震源を特定せず策定する地震
動」（Mw6.5 程度未満の地震）の検討対象地震について

は，地震学的検討から全国共通に考慮すべき地震と位
置づけられていることからも，全国の原子力発電所等に
おいて共通に適用できる地震動の策定方法を早期に明
示することが望ましいと考え」た。 （甲D136）
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甲Ｄ１３６
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甲Ｄ１３６
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甲Ｄ１３７
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甲Ｄ１３７ 15



甲Ｄ１３７ 16



甲Ｄ１３６
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• 標準応答
スペクトル
は、非超
過確率９７．
７％（平均
＋２σ）の

スペクトル
に基づい
て設定す
るという。

甲Ｄ１３6
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甲Ｄ１３6
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甲Ｄ１３6
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甲Ｄ１３6
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• 大浅田安全規制管理官

• 「統計学的に2σであるという必然性というものは
当然なくて、どちらかというと、97.7％というのは
政策的な課題」（甲Ｄ１３８・第７回議事録２４頁）

• 飯島首席技術研究調査官

• 「＋2σでよしとして、＋3σを考えなかったのか、
＋3σを考える必要がないというふうに判断した

理由は一体何なんですかということを問われた」
場合について、「積極的な回答というのはなかな
か今のところはない」（甲Ｄ１３９・第９回議事録２６頁）。
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• ともあれ、震源を特定せず策定する地震動に
関する検討チームによる見直しの議論は、こ
れまでの震源を特定せず策定する地震動＝
隠れ断層による地震動が、いかに不十分なも
のだったのかをあからさまに浮き彫りにしたと
いえる。

• 大間原発では、このような見直しは全くされて
おらず、旧態以前とした、

• ① 加藤のスぺクトル

• ② ２００４年留萌支庁南部地震

• が採用されているにとどまっている。
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• したがって、被告の大間原発の震源を特定せ
ず策定する地震動＝隠れ断層による地震動
は、「敷地ごとに震源を特定して策定する地
震動」及び「震源を特定せず策定する地震
動」を相補的に考慮することによって、敷地で
発生する可能性のある地震動全体を考慮し
た地震動として策定されている」ものとはいえ
ず、明らかに、過少である。
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